






発生した第20項（特別補偽）で規定する損害に対しては、 当社は同項の規定に
茎づき損害補俣金を支払います。また、 当該オプショナルツアーの催行に係る
企画・実施者の寅任及びお客様の寅任は、 すべて、 当該オプショナルツアーが
催行される現地法及び当該企画・実施者の定めに拠ります。

(l)当社は、 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（次の①②
碑で規定する変更を除きます。）は、 第7項に定める「お支払い対象旅行
代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補偶金を 、 旅行終
了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、 当該
変更について当社に第19項(l)の規定に基づく黄任が発生することが明ら
かな場合には、 変更補憫金としてではなく、 捐害賠愕金の全部又は一部と
して支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、 当社は変更補傑金を支払いません。
（ただし、 サーピスの提供が行われているにもかかわらす迎送・宿泊機関
等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合
は変更補償金を支払います。）
ア旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ戦乱
ウ界動
工官公署の命令
オ欠航、 不通、 休業等の速送宿泊機関等の旅行サーピス捉供の中止
カ遅延 、逼送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サー ピスの提供
キ旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

②第15項の規定に至づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分
に係る変更の場合 、 当社は変更補償金を支払いません。

③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、 「最終旅行日程表に
記載した日程からの変更の場合で、 パンフレットに記載した範囲内の旅
行サービスヘの変更である場合」は、 当社は変更補償金を支払いません。

④募集パンフレットに記載した旅行サーピスの提供を受ける順序が変更に
なった場合でも、 旅行中に当該旅行サーピスの提供を受けることが出来た
場合においては、 当社は変更補愕金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にかかわらす｀ 当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更
補慣金の額は、 第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15％を乗じた額
を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補愕金の額が
1000円未満であるときは、 当社は変更補債金を支払いません。

(3)当社は、 お客様の同意を得て金銭による変更補俣金・損害賠俣金の支払い
に替え、これと相応の物品サーピスの提供をもって補償を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更
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①バンフレットに記載した蕨行開始B又は旅行終了日の変更 1.5% I 3.0% 
②バンフレットに記鐵した入場する観光地又は観光籐設（レスト 1.0% 2.0%ランを含みます•)その他の蕨行の目的地の変更 l
③パンフレットに記·した遍送●関の等級又は設傭のより低い料金

Iの成ハの変更（変更襲の壽級及び設＇硯司金の合印鷹層集パンフ 1.0% 2.0% レットに記鴫した等級及び翌•のそれを下回った蝙合に隈ります．）
④バンフレットに記纏した運送糧躙の種類又は名称の変更 1.0% I 2.0% 
⑤バ•ン1111のフレ等ッ
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泊が 1.0% | 2.0% 戴●面に 躙した翻闘鳴級を頃った場合を応ヰ）
⑥/(:ノフレットに記霞した届泊鬱関の客室の穫類 、 設樋又は景霰の変更 1.0% | 2.0% 
⑦バンフレットに記・した日本国内の紙行闘始辿たる空港又は旅 1.0% | 2.0% 行終了地たる空渇の属なる便への夏更
⑧バンフレットに記・した日本国内と外国との間における直行便 1.0% | 2.0% の乗繕便又は経由便への変更
⑨上記の①＾通次褐げる変更のうちバンフレットのツアー・タイ 2.5% 5.0% トル中に記馘があった事項の変更
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注3．⑨に褐げる変更については、 ①～⑧の料寧を遍用せす 、 ⑨の料寧を遍用します。

·璽Hi�--
こ旅行中、 病気、 けがをした場合 、 多額の治療費、 移送費等がかかることがありま
す。また 、 事故の場合、 加害者への摂害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であ
る場合があります。これらを補償するため、 お客様こ自身で十分な額の海外旅行
保険に加入されることをお勧めします。
詳しくはスタッ フまでお問い合わせ下さい。

i ,-

この旅行条件の基準日は、 2018年7月1日です。 旅行代金は2018年7月7日現
在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2018年7月1日
現在観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規則を至準として算出しています。

| 26．その他 I 
(l)お客様が固人的な案内 、 買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う

諸費用 、 お客様の怪我、 疾病等の発生に伴う諸費用、 お客様の不注意によ
る荷物紛失、 忘れ物の回収に伴う諸黄用、 別行動手配に要した諸蓑用が生
じたときには、 それらの費用はお客様がこ負担いただきます。

(2)お客様の便宜を図るため土産物店にこ案内することがありますが、 お買物
に際しましては、 お客様の言任で購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、 旅行開始日当日を基準に満2歳以上72歳未満の方に適用い

たします。幼児代金は、 旅行開始日当日を冥準に、 満2歳未満で朋空座席
及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

(5)旅行先の衛生状況・危険情報について。渡航先（国または地域） によって
は厚生労働省により感染症情報、 外務省より危険情報などの安全関係の海
外渡航関連情報が出されている場合があります。こ出発までに必すこ・自身
にてご確惚下さい。 （厚生労働省感染症情報 ht tp ://www.forth.go.jp 
外務省海外旅行海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go .jp) 
また、 旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、 滞在先の最新の危険情報
や緊急時の連絡メ ー ル 等を 受 け 取れる外務省のシステム「たびレジ」
(https :/ /www.eza iryu.mofa.go.jp/ta bi reg/）へのご登録をお勧め
します。

※上記条件は日本国旅券でツアーにこ参加の方を対象としております。日本
国籍以外の方は自国、 渡航先国の領事館・入国詈理局へこ確認下さい。

※上記条件は2018年7月1日 現在の情報をもとに作成しておりますが各国
の事情により予告無く変更となる場合もこ＊ざいます。こ注意下さい。

(6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、 航空会社のマイレー
ジサーピスを受けられる場合がありますが同サーピスに関わるお問合せ、

登録等はお客様こ自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、 利用航
空会社の変更により、 同サーピスの条件に変更が生じた場合でも、 第 l 9項
(l)および第23項(l)の責任を負いません。

(7)お客様のローマ字氏名をお申し出またはこ＊記入される際には、 こ旅行に使
用されるパスポートに記載されている通りにお願いいたします。お客様の
氏名が誤つて記入された場合は、 航空券の発行替え 、 関係する機関への氏名
訂正などが必要になります。この場合、 当社は、 お客様の交替の場合に準じ
て、 第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、 運送•宿泊機関の事
情により、 氏名の訂正が認められす、 旅行契約を解除いただく場合もありま
す。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。

(1)当社は、 旅行申込みの際に提出された申込書に記載された倭人情報につい
て、 お客様との連絡のために利用させていただくほか、 お客様がお申込み
いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサーピスの受領のた
めの手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか 、 当社は
当社および当社と提携する企業の商品やサー ビス、 キャンペーンのこ案内
や 、 旅行参加後のこ意見やこ感想・旅行体験談の提供のお願い、 特典サー

ピスの提供統計資料の作成にお客様の伺人情報を利用させていただくこ
とがあります。

(2)当社にお客様がこ自身の個人情報の照会・修正等を希望される場合には、 

お客様こ自身であることを確認した上で合理的な範囲で対応させていただ
きます。お預かりした個人情報が不正確である場合には、 正確なものに変
更させていただきます。当社からのダイレクトメ ー ルや電子メ ー ルでのこ 
案内について、 お客様が希望されない場合は、 取扱いを停止させていただ
きます。お申込みの際に当社からのダイレクトメールや君子メールでの旅 
行信報のこ案内を希望されない場合はその旨を予め スタッフまでお伝え下さい。

(3)当社における恒人情報保護に関するお問合せ先
ジェイエスティ名古屋本社 電話：052-264-0300 FAX:052-264-4007 
または当社ホ ームベージ

（株）ジェイエスティ ハワイアンエイト ・ ブライダルワン ・ クルーズセブン ・ ミクロネシアファイブ
観光庁長官登録第一種旅行業673号・JATA会員

名古屋：栄 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-27いちこ栄ピル 4F（栄松坂屋本店横） ft(052)264-0300 総合旅田溝廊園野山田高広
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をご参照下さい。
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または当社ホームページhttps://jstgroup.com/privacy
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